
 

令和５年度（２０２３年度）前期（特色）入学者選抜募集要項 
熊本県立球磨中央高等学校 

〒868-0303 熊本県球磨郡錦町西１９２ 

電話 (0966)38-2052  FAX (0966)25-2125 

URL  https://sh.higo.ed.jp/kumachuo/ 

１ 募集人員 

   地域未来探究科    ２８人 

商 業 科    ５６人 

   情 報 処 理 科    ２８人 

 

２ 出願資格 

入学を志願できる者は、次の(1)、(2)をともに満たしていることを在学又は出身中学校等の校長

が確認した者で、かつ、(3)～(5)のいずれかに該当する者とする。 

(1) 前期（特色）選抜において、本校校長が定めた本校が重視する観点を理解し、希望する者 

(2) 合格した場合は、必ず入学する者 

(3) 中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和５年（２０２

３年）３月に卒業見込みの者 

(4) 中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和５年（２０２３年）３月に修了見込みの者 

(5) 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認められた者 

 

３ 重視する観点 

学 科 重 視 す る 観 点 

地
域
未
来
探
究
科 

次の①～③をすべて満たす者。 

① 基本的生活習慣を身に付け、学習活動や特別活動等を意欲的に取り組んできた実

績があり、入学後も継続する意思を持っている者。 

② 地域や社会の抱える諸問題に対して課題意識や高い関心を持ち、本校における諸

活動をとおして、地域、社会に貢献する意欲のある者。 

③ 進路に対する目的意識、及び本校で何を学び、どのように活動したいのか明確か

つ適切な者。 

商
業
科 

次の①～③をすべて満たす者。 

① 基本的生活習慣を身に付け、学習活動や特別活動等を意欲的に取り組んできた実

績があり、入学後も継続する意思を持っている者。 

② 商業に関する学習に興味・関心があり、本校における諸活動をとおして、地域、

社会に貢献する意欲のある者。 

③ 進路に対する目的意識、及び本校で何を学び、どのように活動したいのか明確か

つ適切な者。 

情
報
処
理
科 

次の①～③をすべて満たす者。 

① 基本的生活習慣を身に付け、学習活動や特別活動等を意欲的に取り組んできた実

績があり、入学後も継続する意思を持っている者。 

② 情報処理に関する学習に興味・関心があり、本校における諸活動をとおして、地

域、社会に貢献する意欲のある者。 

③ 進路に対する目的意識、及び本校で何を学び、どのように活動したいのか明確か

つ適切な者。 

 

 ４ 通学区域等 

   (1) 地域未来探究科 

     通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則（付表）による県南学区とする。県内

からの学区外の出願者および宮崎県えびの市に保護者の生活の本拠がある出願者に入学を許可

し得る数は１３パーセント以内とする。なお、宮崎県えびの市以外の県外からの出願者に入学を

許可し得る数は、募集人員の５パーセント以内とする。 



 

   (2) 商業科、情報処理科 

     通学区域は県下全域とする。学区外となる県外からの出願者に入学を許可し得る数は、募集人

員の５パーセント以内とする。ただし、宮崎県えびの市に保護者の生活の本拠がある出願者につ

いては入学を許可する数は、募集人員の２０パーセント以内とする。 

 

５ 出願期間 

出願期間は、令和５年（２０２３年）１月１３日（金）から１月１７日（火）までの間、毎日午

前９時から午後４時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。なお、郵送による出願の場合

は、１月１６日（月）までの消印のあるものに限り受け付ける。 

 

６ 出願手続等 

(1 ) 出願手続 

ア 出願者による手続 

出願者は、次の書類等を在学する中学校長又は出身中学校長（以下、「出身中学校長」と

いう。）を経由して本校校長に提出する。 

(ｱ) 入学願（本校校長が定めたもの）（様式１-(1)） 

ａ 入学願記載事項の証明に当たっては、出身中学校長は、厳正な調査に基づいて責任あ

る証明をしなければならない。 

ｂ 志願先の高等学校の学区外の中学校出身者で、学区内として出願する者は、保護者の

生活の本拠が学区内にあるということを証明できる書類を添付しなければならない。 

ｃ 学区内、学区外の記載について疑義がある場合は、本校校長は、出願した者に対し、

その保護者の生活の本拠が学区内にあるということを証明する書類を提出させること

ができる。 

ｄ 入学願の「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄については、次のとおりとする。  

(a) 「生活の本拠」欄は番地等の記入を要しない。  

(b) 事情がある場合は記入を要しない。なお、出身中学校長は出願期間内に出願先の

高等学校長に説明をするものとする。  

(ｲ) 受検票（様式３） 

(ｳ) 写真票（様式４） 

(ｴ) 入学者選抜手数料納付証明書貼付台紙（様式５）  

入学者選抜手数料は、２，２００円とする。指定の納付書により、令和４年（２０２２

年）１２月１５日（木）から令和５年（２０２３年）１月１７日（火）午後４時までに指

定されたコンビニエンスストアで納付後、入学者選抜手数料納付証明書を様式５に貼付す

る。いったん納付した入学者選抜手数料は、理由のいかんを問わず返付しない。なお、留

意事項については、納付書裏面を参照すること。  

(ｵ) 自己申告書（提出を希望する者）（様式６） 

ａ 出願者のうち、欠席日数が１年間で３０日以上の者については、自己申告書を提出

することができる。ただし、３０日未満の日数であっても希望する者は提出すること

ができる。 

ｂ 自己申告書（様式６をコピーして使用しても可。）は、出願者本人が記入する。 

ｃ 自己申告書は、本人の氏名、郵便番号、住所を記入した返信用封筒（ 定形。切手

は不要。）を同封の上、厳封した後、出身中学校長に提出する。なお、提出する封筒

には、中学校名、氏名を記入しておくこと。また、いずれの封筒も出願者が準備する

こと。 

イ 中学校長による手続 

出身中学校長は、出願者から提出された上記アの(ｱ)～(ｵ)のほか、次の書類を令和５年（２

０２３年）１月１３日（金）から１月１７日（火）午後４時までに、本校校長に提出する。た

だし、土曜日及び日曜日は除く。 

(ｱ) 調査書（様式７） 

(ｲ) 成績一覧表（様式８） 

 

 



 

     ウ 県外からの出願手続き 

(ｱ) 県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式３７） 

県外中学校出身者で本校に出願する者は、県外公立高等学校入学志願についての証明書

を添付しなければならない。 

(ｲ) 成績一覧表（「選抜要項」様式８） 

県外の中学校長は、成績一覧表を令和５年（２０２３年）１月１３日（金）から１月１

７日（火）までに、熊本県教育委員会（熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号、熊本県教

育庁県立学校教育局高校教育課長宛て）及び本校校長に各１部提出しなければならない。

ただし、土曜日及び日曜日は除く。なお、様式については本校校長に問い合わせること。

また、当該教育事務所長等の証明はなくてもよい。 

     エ 本校校長による手続 

本校校長は、提出された上記アの(ｱ)～(ｵ)を受理した場合は、受検票を交付する。 

(2 ) 出願の制限 

出願は、１学科限りとする。第２志望を申し出ることはできない。 

(3 ) 出願変更 

いったん出願した場合は、変更はできない。 

(4 ) 出願取消し 

やむを得ない事情のために出願を取り消す場合は、令和５年（２０２３年）１月１８日（水）

から１月２７日（金）正午までに、本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に

届け出なければならない。 

 

７ 選 抜  

(1) 実施日    令和５年（２０２３年）１月２４日（火）午前９時５０分開始 

          本校体育館に午前９時までに集合 

(2) 検査場  熊本県立球磨中央高等学校（熊本県球磨郡錦町西１９２） 

(3) 検査内容 

  ア 小論文（５０分、４００字以内） 

イ 集団面接（１５分程度 ） 

(4) 選抜方法 

ア 小論文（２割） 

イ 集団面接（２割） 

ウ 調査書（６割） 

 (5) 受検者の携帯品 

受検票、筆記用具、消しゴム、うわばきを持参すること。ただし、下敷き、電卓、計算機能・ 

辞書機能・地図表示機能を持つ時計、移動通信機器（携帯電話等）等、検査上公正を欠くものの 

検査室への持ち込みは許さない。なお、検査当日は、昼食を各自準備すること。 

 

８ 選抜結果の通知等 

選抜結果は、令和５年（２０２３年 ）２月１日（水）に、本校校長から出願者の出身中学校長に通

知（様式９）するとともに、合格内定者に対しては、出身中学校長をとおして本人に通知（様式１０）

する。 

 

９ 合格者の発表 

令和５年（２０２３年）３月６日（月）に、後期（一般）選抜の合格者と同時に、受検番号で発表

する。掲示の発表は行わず、特設Ｗｅｂページで発表する。詳細については、別途通知するとともに

県教育委員会のホームページに掲載する。 

 

 

 

 

 

 



 

10 不合格者の取扱い 

(1) 選抜の結果、不合格になった者は、改めて後期（一般）選抜に出願することができる。なお、 

本校に再び出願する場合は、出願に必要な書類のうち、調査書、成績一覧表を省略するものとす 

る。 

(2) 不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本人宛て、親展 

便にて返却するものとする。 

 

11 合格者説明会 

合格者は保護者同伴で本校体育館に集合すること。期日については令和５年（２０２３年）３月２

８日（火）午後１時を予定。詳細については別途連絡する。 

 

12 その他 

(1) 入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後であ 

っても、その合格を取り消すことがある。  

(2) この募集要項以外については、熊本県教育委員会作成の「令和５年度（２０２３年度）熊本県

立高等学校入学者選抜要項」を参照すること。 

 


